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特定保健用食品から健康食品まで

―現状の問題点と今後に向けてー

2015年8月5日：特定保健用食品等のあり方に関する検討会
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問題1 ： 特定保健用食品と機能性表示食品の境界があいまいになった。

医薬品
(医薬部外品含む）

栄養機能食品
（規格基準型）

いわゆる
健康食品

特定保健用食品
(個別許可型）

機能性表示食品
(届け出制）

健康食品

保健機能食品

特定保健用食品
条件付き特保
規格基準型特保
疾病リスク低減表示特保

ここが
あいまい！

ここは
明確！

淘汰されていく？
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問題２ ：広告の自由度に大きな差がある。

表現の自由

医薬品
(医薬部外品含む）

栄養機能食品
（規格基準型）

機能性表示食品
(届け出制）

いわゆる
健康食品

特定保健用食品
(個別許可型）

医薬品医療機器等法(旧薬事法）
誇大広告等の禁止・広告の制限

健康食品

健康増進法
健食品として販売に供する物に関して広告

その他の表示をするときは、康保持増進効
果等について著しく事実に相違、又は著しく
人を誤解させるような表示をしてはならない

表示・広告等において、許可又は
承認を受けた内容を逸脱した表示
をすることは認められない。

届け出た表示内容
の範囲を超えた表示
をしてはならない。
(特保に準じて）
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意見１ 特定保健用食品の高度化・差別化
意見２ 健康食品全体の情報開示

① 国民に特保が定着してきた。
② 国の許可を得た製品としての
信頼感（安全・安心）

① 特保の内容の理解は不十分
② 特保と機能性食品の違いが理解
されていないのではないか？

○ 条件付き特保の廃止

○ 全ての特保の機能性関与成分について一定限の情報開示

○ 健康の保持増進効果や機能性を表示している健康食品の
安全性・有効性の情報開示の義務付け

○ 条件付き特保の廃止

○ 全ての特保の機能性関与成分について一定限の情報開示

○ 健康の保持増進効果や機能性を表示している健康食品の
安全性・有効性の情報開示の義務付け

普及啓発の推進

消費者の見極める力の醸成

適切な情報提供
（製品情報、危害情報等）
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意見３ 健康食品の表示・広告の適正化と監視指導体制の充実

１ 健康不安を持つ者に対する販売促進が常態化しているのではないか。
例：高齢者(健康志向、虚弱）への販促（ダイレクトメール、TVCMなど）

２ 健康食品が日常的存在となった世代の利用増 （例：子供、子育て世代）

３ 期待する効果と実際に得られる効果とのかい離（危害の可能性もある）

食品としての安全性の確保

医薬品への誤認誘導を防ぐ
・医薬品的な形態（カプセル・錠剤）の危険性
・医薬品的な効果を期待

品質保証（原材料・機能成分）

検査・監視指導体制の強化

形態や濃縮等についての規制

有効性の担保

適正表示 適正広告
食品と表示・広告内容にかい離がないか食品と表示・広告内容にかい離がないか

表示・広告等への監視体制の強化

機能性関与表示の基準が必要

健康増進法第３１条（誇大表示の禁止）
・ 現状での行政指導は、事業者による事前相談（７７％）、行政調査（２１％）、消費者の通報（２％）
・ 不適正表示・不適正広告は１件ごとの指導

⇒ 勧告 ⇒ 命令 ⇒ 罰則（６か月以下の懲役または１００万円以下の罰金）
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